
普通預金口座を開設いただくお客さまへ 

 

当行では普通預金口座について、以下の手数料を適用させていただいております。 

以下の手数料以外については、窓口へお問い合わせいただくか、ホームページをご覧く

ださい。 

１．通帳発行手数料（個人のお客さま） 

  「紙の通帳」をご希望の場合について、ご負担いただきます。 

  なお、「ごうぎんアプリ」でご利用可能な「ごうぎんスマート通帳」を選択された場

合、手数料は不要です。 

対象となる口座 

2022 年 4 月 1 日以降、個人のお客さま名義で新たに開設する普通預金

口座および総合口座 

ただし、以下の口座は除きます。 

・通帳の発行時または繰越時の年齢が満 18歳未満、あるいは満 70 歳以

上であるお客さまの口座【ご注意①】 

・ごうぎん教育資金贈与口座「孫への贈り物」 

・ごうぎん結婚・子育て資金贈与口座 

・ごうぎん後見支援預金 

・後見支援制度をご利用の口座 

・マル優でお取扱いの口座 

・法人、任意団体、個人事業主のお客さまの口座 

・通帳・証書点字サービスご利用口座 

・視覚障がい、その他障がいによりスマート通帳がご利用いただけない 

お客さまの口座 

【ご注意①】通帳発行時の年齢が満 18 歳未満であっても、通帳繰越時に満

18 歳以上の場合は、通帳発行手数料 550 円（税込）をご負担いただきます。 

手数料金額・お支払日 

「紙の通帳」を発行する場合（新規・繰越時）に以下の金額をご負担いた

だきます。【ご注意②】 

 金額（単位：1 冊） お支払日 

新規口座開設 1,100 円（税込） 口座開設時（店頭でのお支払い） 

通帳繰越 550 円（税込） 

翌月 10 日（銀行休業日の場合は

翌営業日） 

（当該口座からのお引落し） 

【ご注意②】「ごうぎんスマート通帳」から「紙の通帳」へ切替えを行う場合

は、通帳発行手数料ではなく、通帳再発行手数料（1,100 円（税込））が必

要です。 



手数料がお引落でき

ない場合のお取扱 

預金口座の残高不足等により、６ヵ月以上、手数料の引き落としができな

い場合は、ごうぎんスマート通帳に変更させていただきます。 

 

２．未利用口座管理手数料（全てのお客さま） 

長期にわたりご利用されていない普通預金口座について、ご負担いただきます。 

なお、日頃より入出金や口座振替等のお取引をいただいているお客さまの口座が対

象となることはございません。 

対象となる口座 

最後のお預入れ（当該普通預金のお利息入金を除きます）または払戻し

（本手数料の引落しを除きます）から２年以上、お預入れまたは払戻し

がない普通預金口座（総合口座、決済用普通預金を含みます） 

ただし、以下の口座は除きます。 

・当該口座の残高が１万円以上である口座 

・お預り金融資産（定期預金、外貨預金、保険、金融商品仲介商品等）

のご指定口座 

・お借入れの引落口座にご指定されている口座 

・貯蓄預金がセットされた総合口座 

・ごうぎん教育資金贈与口座「孫への贈り物」 

・ごうぎん結婚・子育て資金贈与口座 

・ごうぎん後見支援預金 

手数料金額 年間５５０円（税込）  

手数料引落日 毎年 11 月 5日（銀行休業日の場合は翌営業日） 

未利用口座に対するお

取扱 

(1) 本手数料の対象となられたお客さまへは、お届けのお名前、ご住所

あてに手数料引落日の２ヵ月前までに文書にてお知らせさせてい

ただく予定です。 

  ※文書が延着または到達しなかったときでも通常到達すべき時に

到達したものとみなします。 

(2) お知らせを差し上げて一定期間経過後におきましても、ご利用また

はご解約がない場合に、手数料を引落します。 

(3) 残高不足等により手数料の引落しができない場合、残高全額を引落

し、当該口座を自動的に解約させていただきます。 

【ご注意】未利用口座管理手数料は、口座開設日にかかわらず全ての普通預金口座が対象です。 

 

■金融情勢の変化その他の事情により予告なく変更する場合があります。 

以 上 

 

 
（２０２５年 12 月1 日現在） 
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